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栃木県スクールカウンセラー等活用事業リーフレット(詳細版)令和７(2025)年４月 

 

 

 

栃木県教育委員会事務局義務教育課 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  スス クク ーー ルル カカ ウウ ンン セセ ララ ーー とと とと もも にに 教教 育育 相相 談談 のの 充充 実実 をを 目目 指指 しし てて    

 学校には、教育目標を達成するため、教科指導と生徒指導という機能があります。

生徒指導は、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発

的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことです。各学校においては、

児童生徒一人一人の健全な成長を促し、児童生徒自らが自己実現を図っていくために

必要な自己指導能力の育成を目指すという意義を踏まえ、教育活動全体を通じて一層

の充実を図っていくことが大切です。 

 最近では、いじめ等の問題行動や不登校に加え、発達に障害があったり、家庭で虐

待を受けていたりする児童生徒、家事や家族の世話などを日常的に行っているヤング

ケアラーなど、生徒指導上の諸課題は多様化、複雑化、深刻化しています。そのため

学校は、管理職のリーダーシップの下、学級担任をはじめ、生徒指導担当者や養護教

諭等、複数の教職員が連携を図りながら教育相談体制や指導体制を構築し、その機能

を充実させていく必要があります。 

 学校に配置されるＳＣには、児童生徒の問題行動等の未然防止や解決に向けて教職

員と連携した取組が求められます。心理分野の専門家であるＳＣには、その専門性を

生かして児童生徒の精神的・社会的自立を促すとともに、児童生徒を支える教職員及

び保護者に対し、適切な助言等を行いながら支援する役割が期待されています。 

 本県では、中学校を拠点とし、その学校区の小学校を対象校とする「拠点校方式」

によってＳＣを配置しており、ＳＣは複数の小・中学校に勤務します。拠点校方式の

メリットとして、学校区における小中連携をした教育相談体制を構築するとともに、

拠点校、対象校の実態に合わせて、弾力的に勤務計画を作成することができます。関

係する学校の全ての児童生徒の学校生活が有意義かつ充実したものとなるよう、本事

業の効果的な活用をお願いいたします。 

本本 県県 のの スス クク ーー ルル カカ ウウ ンン セセ ララ ーー にに 期期 待待 ささ れれ るる ここ とと  
 

このリーフレットは、栃木県のスクールカウンセラー（以下ＳＣ）が各

学校で円滑に勤務し、充実した相談活動等を行うことができるよう、SCの

役割や業務内容についてまとめたものです。  
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 ＳＣは、配置された学校長の指示を受け、次のような業務を学校と協働して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問題の解決には、心理的な視点と教育的な視点を総合して児童生徒の実態を把握し、支

援の方向性を見いだしていくことが必要です。カウンセリングやアセスメントの結果を、

教職員が指導や支援に生かしたり、保護者が児童生徒に対して適切な対応がとれるよう助

言したりすることにより、課題の改善につなげます。 

 

 

 相談室等での相談活動が主になりますが、加えて教職員の許可を得て授業を参観したり、

休み時間や給食、清掃活動等の場面において児童生徒との関係を築いたりしながら、日常

の様子を捉え、実態把握を行います。 

 

 

保護者に対し、不安や悩みに寄り添うとともに、専門的な立場から児童生徒の心理状態

や保護者としての関わり方などを分かりやすく説明します。 

 

 

 児童生徒との面談や行動観察等により、児童生徒が抱える心理的課題を見いだします。

また、発達に課題があると思われる児童生徒について、各種心理検査の結果からアセスメ

ントすることがあります。 

 

 

 学校では児童・生徒指導上の問題等に対して、ケース会議やサポート会議等、解決に向

けた話合いが行われます。必要に応じて専門的な立場からＳＣも参加します。 

 

 

 教職員や保護者に対し、児童生徒の心理等についての講話や研修等を行います。ＳＣと

しての専門性に応じて、ロールプレイングやソーシャルスキルトレーニング、事例研究等

を実施することも考えられます。学校では、年間の校内研修計画を作成していますので、

年度当初の打合せ等で学校課題を把握するとともに、自分の専門分野や得意分野を伝え、

どのように関われるかを共通理解することが必要です。 

 

 

相談記録、報告書、引継書等を作成することは、勤務時間内に行います。 

 

 

 学校では、児童生徒の生命に関わる重大な事故や事件、トラブル等、予期しないことが

起こる場合があります。そのような時、ＳＣは、学校からの依頼に応じて事案に対応する

緊急体制に加わるなど、心理分野の専門家としての支援を行います。 

 

 

 学校は、いじめ防止対策推進法第 22 条に定められている「いじめの防止等の対策のた

めの組織」に「心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者」を含めることとしていま

す。ＳＣは、その構成員となることができます。 

スス クク ーー ルル カカ ウウ ンン セセ ララ ーー のの 主主 なな 業業 務務 内内 容容 

教職員及び保護者へのコンサルテーション（話合い） 

児童生徒へのカウンセリングなど（相談）  

 

保護者へのカウンセリング（相談・説明・助言）  

 

児童生徒についてのアセスメント（見立て）  

 

カンファレンス（会議・協議）  

研修・講話（講師・助言）  

執務（記録）  

緊急時の対応  

いじめの防止等の対策のための組織  
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 着任後、まずはＳＣ、管理職、学校の担当者で打合せの場をもち、 

「協働」の在り方について協議し、共通理解を図ることが重要です。 

 

◆事前準備について 

以下のような内容について事前に確認しておくことで、SC と学校の打合せを円滑に進めることができ

ます。 

 

 

 

 

 
 

◆勤務計画について  

年間の勤務時間数 279 時間を有効に活用するため、綿密な勤務計画を話し合いながら作成します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆打合せの内容について（例）  

 ＳＣは、学校組織の一員として教育活動の一翼を担います。そのため、次のことについて共通理解を図り

ます。 

  

 

 

 
 
 

◆勤務に際して  

円滑な勤務が開始できるよう、実際の勤務を想定して、具体的に次のようなことを確認します。 

 

  

 

 

 

□ＳＣが準備すること 

○連絡先（緊急対応時の連絡先を含む。） 

○専門分野や資格、勤務可能日など 

□学校が準備すること ※ＳＣに学校の現状と課題が伝わるよう準備することが大切です。 

○組織体制 ○連絡体制 ○主な生徒指導上の諸課題  

スス クク ーー ルル カカ ウウ ンン セセ ララ ーー とと 学学 校校 でで 共共 通通 理理 解解 すす るる べべ きき 内内 容容 

□勤務形態、勤務時間、勤務日  

勤務形態によって、週１日（７時間 45 分）若しくは週２日（４時間×２）となります。

学校の活用方針に沿って基本的な勤務曜日を設定します。ＳＣが他の仕事を兼務している場

合には、その旨を伝え、十分協議した上で決定します。 

ＳＣが在籍する学校は中学校（拠点校）となります。拠点校から学校区の小学校（対象校）

にも派遣しているため、対象校の様子や関わり方についても協議します。 

 

□年間計画  

基本的な勤務曜日のほか、校内研修や授業参観での講話などについて、前もって年間の計

画を確認し、日程や内容を調整します（校内研修等については、拠点校３回以上、対象校１

回以上実施すること。）また、対象校への勤務日を決めます。 

□学校の教育方針や教育相談体制について 

□自校の現状と課題について（教職員の配置や児童生徒の様子など） 

□SC に求める課題解決に向けた関わり方  

□スクールソーシャルワーカー（以下ＳＳＷ）や外部支援者との連携体制  

□拠点校・多少校の学校の実態や連携の在り方、関わり方について  

 

□学校の担当者及び学校との連絡方法、職員連絡網  

□駐車場等敷地内設備の配置、校舎配置、職員玄関（下足入れ）、職員室の配置  

□相談室の使用の仕方  

□日課、児童生徒の日常の動線  

□勤務予定の立て方（相談記録、報告書等の作成も勤務時間内に含めます。) 
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 次のことについても確認をお願いします。 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆ＳＣの勤務における注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《相談記録・勤務日誌》・・・各学校の裁量で作成 
勤務の際にＳＣが記録しやすいもの、情報を共有しやすいもの、伝達しやすいもの等、各学校の裁量で作成します。 

 
《県に提出する書類》・・・指定の様式に各学校が必要事項を記入 

年間勤務計画書（様式１）【年度初めに提出】 
効果的な運用ができるように計画します。特に拠点校は、教職員とＳＣで事前に十分相談する必要があります。 

 
勤務状況報告書（様式２）【毎月提出】 

勤務日誌や相談記録を基に、勤務実績をまとめて市町教育委員会へ報告します。相談件数が記録と一致するように
注意します。 

 
勤務実績報告書（様式３）【年度末に提出】 

相談の具体的な内容や成果と課題についてまとめ、次年度への引継ぎに生かします。 

本本 事事 業業 をを 実実 施施 すす るる 上上 でで のの 確確 認認 事事 項項 

 《本事業におけるスーパーバイザー（以下ＳＶ）制度について》 

県 内 ７ つ の 教 育 事 務 所 に 、Ｓ Ｖ を 配 置 し て い ま す 。Ｓ Ｖ に は 、公 認 心 理 師 協 会 か ら の 推
薦 を 基 に 、経 験 豊 富 な 方 を 任 用 し て い ま す 。本 事 業 の Ｓ Ｖ へ は 、カ ウ ン セ リ ン グ へ の ス ー
パ ー バ イ ズ を は じ め 、 次 の よ う な 業 務 を お 願 い し て い ま す 。  

 

 

 

個 人 で 活 動 す る こ と を 基 本 と す る Ｓ Ｃ 同 士 が つ な が る こ と は 、 効 果 的 な 事 例 を 共 有 し 、
互 い の 専 門 性 を 生 か せ る な ど 、ス キ ル ア ッ プ に 有 効 で あ る と と も に 、学 校 と の 関 わ り 方 を
相 談 し 合 う こ と で 、勤 務 へ の 不 安 の 軽 減 に つ な が り ま す 。積 極 的 に Ｓ Ｖ と 連 携 し 、業 務 の
一 層 の 充 実 を 図 っ て い た だ き た い と 思 い ま す 。  

～ Ｓ Ｖ の 利 用 に つ い て は 、 管 内 の 教 育 事 務 所 ま で お 問 合 せ く だ さ い 。 ～  

（1）重大な学校事故等への対応          （2）臨床心理的訓練を必要とする者への援助 
（3）学校の組織等への対応に対する援助      （4）学校とＳＣへの総合的援助 
（5）スクールカウンセラー等への援助・助言    （6）担当地区の教育相談の向上に資する活動 

 
 令和２年度より非常勤教育職員から会計年度任用職員と移行し、ＳＣの服務については、地方公
務員法上の服務が適用されます。（地方公務員法第 30 条～37 条） 
 
 
 
 
 したがって、配置校（拠点校・対象校）の学校長及び配置校を所管する市町教育委員会、県教育
委員会の指揮監督の下に勤務することになります。 

 

 
 通常、カウンセラーは、相談者のプライバシー保護のために相談内容を明かさない守秘義務を負
っていますが、ＳＣが業務上知り得た秘密はＳＣ個人ではなく、学校での管理が基本となります。
情報を校内で共有し、問題等の解決のために有効に活用していくことが大切です。当然、外部や第
三者に漏らすことはＳＣの職を退いた後も含めて禁じられています。 

 

 
 相談記録等の個人情報の保管・管理については、学校の規定により厳重に管理することとなり、
学校長の許可無く校外に持ち出すことはできません。電子データについても同様に扱い、ファイル
にパスワードをかけるなどの徹底した情報漏えい防止策を講じることが必要です。 

 

 
 各種心理検査等の実施については、十分な研修と経験が必要であり、結果には大きな責任が伴う
ことから、慎重な判断が求められるため、県教育委員会では、ＳＣが心理検査を実施することにつ
いては、業務内容として示していません。 

・服務の根本基準（全体の奉仕者として公共の利益のために勤務）     ・服務の宣誓 
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務   ・信用失墜行為の禁止  ・秘密を守る義務 
・職務に専念する義務  ・政治的行為の制限  ・争議行為等の禁止 

服務について 

守秘義務について 

個人情報の保護について 

心理検査について 
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◆教育相談担当との連携 

 

 

 

 

 

 

 

◆校内研修を通した校内支援体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆スクールソーシャルワーカー（SSW）との連携 

 

取取 組組 のの 充充 実実 にに 向向 けけ てて ・・ ・・ ・・ 

校内研修については、学校における教育相談体制を充実させるためにも、管理

職や教育相談担当に相談の上、学校の実態に応じた内容、回数となるよう計画す

ることが大切です。県では、対象校で年間 1 回以上、拠点校では年間 3 回程度の

校内研修の位置付けをお願いしています。例年の実績として、１校当たり平均 3

回程度の校内研修が実施されています。年間の校内研修がすでに決まってしまっ

ている場合には、職員会議や打合せの際に、短時間で実施することも考えられま

す。 

また、日頃より児童生徒の悩みや不安に対して対応している、先生方の資質を

向上させることが、学校における教育相談体制の充実につながります。そのため

にも、ＳＣ自身が心理に関する各種研修会に参加するとともに、そこで得た知見

などを活用し、学校の実態に合わせた校内研修を実施していただくなど、様々な

ケースに対応できるよう研修内容の工夫に努めていただければと思います。 

 SSW とは社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取

り巻く環境に働き掛け、家庭、学校、地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩み

や抱えている問題の解決に向けて支援する専門家です。 

 SC は臨床心理に関する知識・経験をもつ専門家として、SSW は環境に働き掛

けて支援する専門家として、互いに連携することは、支援の体制を整えるために

効果的です。ケース会議等で情報を共有し協議していくことで、関係機関との連

携を含めた支援の在り方を見い出すことができます。勤務日の関係で SSW と直

接顔を合わせる機会が少ないことも考えられますが、管理職の先生方や教育相談

担当等を通して情報共有を行うなど、連携を進めてください。 

 詳細については、栃木県教育委員会のホームページに「スクー 

ルソーシャルワーカー活用ガイドブック」が掲載されていますの 

で、御確認ください。 

 

https://www.pref.tochigi .lg.jp/m09/jidouseitosidousuisinsitu/sswguide.html 

限られた勤務時間の中で相談業務に取り組むためには、管理職はもとより教育

相談担当との連携は欠かすことができません。ＳＣの存在の周知や、相談しやす

い環境づくり、スケジュールの調整など、校内連携の要としての役割を担ってい

ます。教育相談を行う際には、教育相談担当との事前の打合せを通して、児童生

徒や保護者、教職員の要望や実態について、十分に理解することも大切です。 

 


